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2022年 6月 24日 

みどり生命保険株式会社 

 

 みどりの収入保障保険「かぞくエール」発売のお知らせ  

 

 

 

（注１） 6/29発売と公表しておりましたが、準備の都合で 8/16発売に変更しました。 

（注２） 正式名称：無配当収入保障保険（無解約払戻金型） 

 

１．開発の背景 

  直近加入契約の加入目的を世帯主年齢別にみると（注 3）、若年層、保障中核層（20歳代～50歳代）にお

いては、依然として「万が一のときの家族の生活保障のため」が加入目的の上位を占めています。 

このようなお客さまニーズに対応すべく、みどり生命は、被保険者に万が一（死亡または高度障害）のこ

とがあった場合の家族の収入減少の補完として、定期的に（毎年）、一定金額（年金年額）を計画的に受

け取りたいというお客さまのご要望にお応えできるほか、ご家族の必要保障額の変動にリンクして、保険

期間の経過とともに受け取れる年金の総額が減少することにより、保障額が一定（箱型）の定期保険より

も低廉な保険料でご加入していただくことができる「みどりの収入保障保険『かぞくエール』」を発売いたし

ます。 

＜直近加入契約（民保）の加入目的（世帯主年齢別）＞      （単位：％） 
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（注 3）出典：2021（令和３）年度 生命保険に関する全国実態調査 2021年 12月（公財）生命保険文化センター 

Ｎｅｗｓ Ｒｅｌｅａｓｅ 

 みどり生命保険株式会社（社長 安達
あ だ ち

 倫明
みちあき

、以下「みどり生命」）は、2022年 8月 16日（注１）より、

「みどりの収入保障保険『かぞくエール』」（注 2）を発売します。 
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２．主な特長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．仕組み 

 

 

 

 

 

                                                     

 

                                                     

 

 

契約日▲                                                  ▲保険期間満了日 

               ▼年金の支払事由に該当 

                  

                    ▲             以後の保険料の払込を免除             ▲ 

 

 

ポイント１ 

被保険者が保険期間中に死亡し、または所定の高度障害状態に該当した場合に、毎年、遺族年金ま

たは高度障害年金をお支払いします。また、年金が支払われる場合または被保険者が保険料払込期

間中に不慮の事故により所定の身体障害の状態に該当した場合は、以後の保険料の払込が免除さ

れます。 

ポイント２ 

保険料の払込には、平準払込方式（保険期間を通じて毎月保険料が均一）と逓減払込方式（次項の

４．保険料逓減払込方式をご参照ください。）があります。ご契約時にお選びください（注 3）。 

（注３）逓減払込方式をお選びいただけないプランがございます。 

ポイント３ 

年金受取人のご請求により、年金の未支払分の現価の全部の一時支払を受けることができます。 

ポイント４ 

保険期間を通じてご契約を解約（減額）した場合の解約払戻金がありません。また、無配当保険のた

め契約者配当金はありません。 

ポイント５ 

２回の年金支払保証回数があり、年金支払回数が年金支払保証回数（２回）に満たない場合には、保

険期間が満了しても第２回目までの年金をお支払いします。 

 

 

 

 

死亡または高度障害状態に該当した 

場合にお受け取りいただく年金総額 

 

 

保険期間・保険料払込期間 
  

年金支払保証回数（２回） 

毎年年金をお支払い 
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４．保険料逓減払込方式 

◆保険料逓減払込方式に関する特則の適用 

  ご契約の締結の際にご契約者が当社にお申し出になり、当社がこれを承諾することにより、ご契約に

適用します。 

 

◆この特則の内容 

  ●保険料が契約日から５年（逓減周期）ごとに、減少します。 

  ●保険料が５年ごとに、第１回保険料の 10％（逓減割合）ずつ減少します。 

  ●保険料が減少する最高限度は第１回保険料の 50％（逓減限度）です。 

 

＜事 例＞  32歳ご契約  保険期間・保険料払込期間 65歳満了 のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲32歳      ▲37歳    ▲42歳    ▲47歳    ▲52歳    ▲57歳  ▲62歳 ▲65歳 

 

 

５．販売プラン 

【健康診断書扱（男女共通）】 

 

【告知書扱（女性限定）】 

※こちらは、逓減払込方式をお選びいただけないプランです。 

 

 

 

保険期間 

保険料払込期間 

保険料 

払込方式 
契約年齢の範囲 年金年額別プラン 

60 歳満了 
平準払込 

逓減払込 
満 18 歳～満 50 歳 

120 万円・150 万円・180 万円・240 万円の４プラン 

65 歳満了 
平準払込 

逓減払込 
満 18 歳～満 55 歳 

保険期間 

保険料払込期間 

保険料 

払込方式 
契約年齢の範囲 年金年額別プラン 

60 歳満了 平準払込 満 18 歳～満 39 歳 90 万円の１プランに限定 

第 １ 回 

保 険 料 

（100％） 

90％ 

相当額 
80％ 

相当額 
70％ 

相当額 60％ 

相当額 50％ 

相当額 

 
50％相当額 

 

10％減少 

 
20％減少 

30％減少 
40％減少 

 
50％減少 
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６．保険料例（単位：円） 

契約年齢 年金年額 
保険期間 

保険料払込期間 
男 性 女 性 

 

保険期間 

保険料払込期間 
男 性 女 性 

20歳 

25歳 

30歳 

35歳 

40歳 

45歳 

50歳 

55歳 

120 万円 60 歳満了 

2,707 

2,693 

2,762 

2,915 

3,066 

3,103 

2,970 

― 

1,783 

1,902 

2,058 

2,195 

2,252 

2,272 

2,148 

― 

65 歳満了 

3,331 

3,412 

3,600 

3,900 

4,224 

4,446 

4,488 

4,196 

2,164 

2,347 

2,578 

2,797 

2,940 

3,040 

2,958 

2,647 

※保険料払込方式：平準払込 

 

以 上 

(03-5902-3962 担当 企画部 野口) 


